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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況
(平成21年～30年）－高裁・地裁・簡裁

延ぺ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上)･である．（注）1延ぺ人員（同一被告人につ1

2平成30年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常所訟事件,略式錆求事件の推移
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〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～平成30年）－地裁
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延べ人員であり，再審事件を含まない。

平成30年は速報値である。



(平成21年～30年）－高裁・地裁第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳

（注） 1概数である｡・

2長期係属実人員とは，係属2年を超える事件の実人員（同一被告人につき複数の事件があっても弁肇が併合
されている限り1人として計上）である。

第3表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合鍾（法定・
裁定） ・単独別，罪名別審理長期化の事由 ． （平成30年末現在） 一地裁

（
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ｊ注ぐ 件数建てである．

複数罪名の事件については，審理長期化の事由と密接な関係があるものとして翰告のあった罪名によった．

懸謡鰯鱗誇騒繩麗懸総腿紬鰯に関す…の鯵である．
「過失運転致死傷」には,,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む。
（ ）内は係属事件数に対する％である． 、
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〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成11年～30年各年末現在）－高裁・地裁・簡裁
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第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成21年～30年）一地裁・簡裁

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」には，刑翫法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑解法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。 ． 、
3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各｢総数｣には,勾留舗求が却下されたため，
国選弁護人選任舗求が却下されたものも含む。
4平成30年は速報値である。
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平成21 年

22

23

24

25

26

27

77,893

75,445

72,114

72b342

70,207

69,887

69,538

65,222

62,035
●

57,900

29,939 93

45,303 53

46,179 29

478620 54

46j5941 7

45,654 1

45,309 1

42,933
ー

40,822 1

46,680
一
●

29,908

45,290

46,194

47,511.

46,611

45,817

45,265

420943

40,845

46,628

94 29,535

53 44,860

19 45,737

54 47,135

7 46,143.

1 45,178

1 44,496

ー 42,294

1 40jO68

■■■

45,643

94

53

19

53

7

1

1

ー

1．

ー



一

J年）一地裁・簡調

1

oz

I

同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された掲合には重複して計上した。
（ ）内は各終局人員に対する％である。
平成30年は速報値である。

２
３
４

、､鐘劉駈
哨

､ ~

、

、、区分

、牢孜

一ママー 再

守上一ニ ー

うち

必要的
弁一識

オ暖ﾉ、刀司

迩任され

なかった
人 昌

悶 裁

終局人員
弁護人が 。

選任され

た人員

うち

必要的

弁渡

私選弁膜

鴎
人が選任

された

人 員

国選弁護
人が選任

された
人 員

ち
要
う
必
弁
的
鯉

弁餓人が
週任され

なかった

人 員・

平成21年

22

65,875

62,840

(99.0）

65,216

(99.3）

62,401

(81.2）

53,514

(82.2）

51,650

(22.8）

14,996

(18.0)

11,317

(18.6)

12,264

(14.m

.8,803

.(80.1）

52,758
一÷一マーーユーーー

(84.0）

52,779

⑯5.9）

43,409
←÷■一年一一一一

(70.2）

44,090

(1.0）

659
今一一一一一一寺－

(0.7）

439

10,715

－ 丁－r■－

9,876

(98.7）
b

10,571

(98.8）

9,759

(87.1）

9,332

伯6.8）

8,576

(7.9）

845

(5.3）

521

(6.9）

742

(4.1）

407

⑲3.5）

10,020

(94.4）

9,326

(82.7）

8,859

(83.4）

8,233

（1.3）

144
－P －

１
７
２
１
１
１

く

23

24

57,968

56,734

(99.4）

57,628

(99.4）

56,393

旧2.1）

47,600
■ も

(81.9)

46,484

(17.0)

9,864

(17.8）

10,109
●

(13.の

7,563
一 ←－申一一■L

(13.動

7,474

旧5.1）

49,329

(85.1）

48,275

(71.0）

41,184

(71.0)

40,299

(0.6）

340

(0.6）

341

9,142

8,340

(98.7）

9,025

(98.6）

8,227

(86.5）

7,909

(86.5）

7,215

(5.5）

502

(6.3）

523

(4.1）
0

379

(4.4）

363

〈94.1）

8,599

⑲4.0）

7,842

(82.9）

7,575

(82.9）

.6,917

(1.3）

117

(1.4）

113

25

一－q－－画一一一

26

27

52,229

三一一▲ b－｡ 七一

52,502

亡＝÷－

54,297

(99.5）

51,944
－■ 早一 ﾕｰ

(99.5）

52,265

(99.5）

54,039

(82.3）

42,965
L 一一一一一一一一

(81.4）

42,7“

(80.3)

43,613

(19.3）

10,072
凸一一一－－

(19.5）

10,241

(20.1）

10,910

（14.0）

7,326

（13.9

7,288

(13.9）

7,564

(84.3）

44,032

(84.9

44,302
一己一③凸令一一

(84.0)

45,593

(70.7）

36,905

(69.9）

36,695
■ L F－

(68.8）

37,357

(0;5）

285

(0.5）

237

(0.5）

258

8,109

7,165

6,590

⑲8.8）

8,015

⑲8.9）

7,088

(98.6）

6,497

(82.0）

6,646

(86.9）

6,224

(85d8)

5,652

(7.5）

606

(7.6）

546

(9.0)

’ 596

(5.2）

421

(4.9）

351

.(6.1）

401

(93.2）

7,554

伯3.5）

6,696

(92.0）
b

6,060

(77.6）

6,289

(82.8）

5,932

(80.6)

5,311

(1.2）

94

(1.1）

77

(1.4）

93

28

29

30

53,247

50,591

49,811

(99.6）

53,010

(80.8)

,43,038

(99.5）

50,357

(81.1)

41,038

(99.6） ’ (80.0）
49,6231 39,839

R

(2α6）

988

(20.8）

10,520
ｰ 今一一

(19.1）
令

9,509

(14"

7,876

(15.1）

7,616

(14.2)

7,096

(83.6）

44,529

(83.8）

42,384

(84.5）

42,080

(68.5）

36,496

伯8.9）

34,837

(68.1）

33》932

(0.4）

237

(0.5)

234

(0.4)

188

5,856

5,524

5,051

（98.7）

5,777

（98.6）

5，“9

(98.7）

4,987

（86.5）

5,068

（86.6）

4,785

<87.2）

4403

(8.①

469

(10.1）

556

(8.6）

435

(5.3）

310

(6.8）

373

(6.6）

334

(92.8）

5,434

⑲1.7）

5,066

(92.0）

4,645

(82.1）

4,806

(81.3）

4,489

(81.7〉

4,125

(1.3）

79

d4)

7同

(1.3）

64



一

第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数
Z】 ～30 11裁簡剥

司I 砥

! ｜閾で|ゼ

I

司

I

2 「自白」とは,･終局の段階において，すべての公解事実を鰐め，かつ，法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合をいい,． 「否駆」とは，鋳局の段階において，
公曜誕全謹'ず囎一繩争いZは,公礎難鼬榊ら塗律上鯉蝿糞妨蝿理由科くは刑の減免の理由となる事実を主叛した溺合及び被告人が終局の段階まで黙秘していた恥をいう；
3 「通常第一審本件全体jには. ．自白及び否認以外に被告率件についての陳述に入らずに終局した事件を含む．
4平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである．
5 （ ）内は． 『通常第一審事件全体」の鋳局人員に対する％である．
6平成30年は速報値である．

区分ヤ

勺

、

年次

L

,

、
６
ｋ

t

､

、

G

、、

事件全体審

〉

平
均
取
鯛
ぺ
証
人
数
・
人
〃
・
口
。
、

■
８
９
１
１
１
０
９
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０
１
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Ｉ
７
１
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Ｉ
ｌ
Ｉ
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ｌ
０
０
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
７
ｌ
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甲
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Ⅱ
Ⅱ
ｒ
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０
■
７
ｌ
Ｊ
Ｌ
Ｂ
８
１
１
Ｆ
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一
紳
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嘩
銅
轆
鋸
日

I平均平
均
開
廷
回
数

一
緬
卸

第

逼一
間

常
革
期

通
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ニニーーー÷ず一

）(回

終
局
人
員

白自
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平
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取
鯛
べ
庇
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数

）(人
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０
．
０
１
０
０
６
０
９
０
．
６
１
Ⅱ
１
１
４
、
０
０
１
１
’
’
１
Ⅱ
７
６
‐
Ｉ
Ｉ
０
１
１
０
ｆ
０
Ｉ
４
４
上
Ⅱ
０
’
１
８
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Ⅱ
Ⅱ
日
Ⅱ
■

一－

終

局一

人
員

餌否
一一マ ー－

一一一

廷

)．
平均開

間隔（月

ｊ

平
均
開
廷
回
数
回く

平均審理

期間（月）

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

受
理
か
ら
終
局
ま
で

終
局
人
員

平成21年

22

23

24

25

650875

62,840

57,968

560734

52,229

2.9

2.9

3.0

3.0

3.1

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.3

1.3

1.4

４
－
５

，

，

１
１

2.5

５
－
６

２
－
２

－
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－
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(91.2）
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52,349
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（88.5）
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2.5

2.5

５

５

■
一
●

２

２
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－

1．5

･1．0
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－
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準
一
率
一
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一
澱
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■
■
凸
一
■
■
今

年

●

９
Ⅱ
《
０
日
△

0.5

0.5

0．4

0.4

0.4

0.6

0．6

0.6

0.6

0．6

(7.1）

4,6”

(7.2）

4,522

伯.2）

4,734

(8.8）

5,012

(10.0)

5,212

8.1

8.1

･8.6

8.5

8.4

3.1

3.4

3.5

3.2

3.0

5.0

4.7

5.1

３
－
４

５
一
風

5.8

5.7

6.1

6.2

6.3

1.4

1.4

1.4

４
－
３

。

●

１

１

0.9

0．8

一一一一
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0．9

2.5
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2.6

７
－
７

●

●

２
２
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ｔ

■

日

■

９

Ｆ

－

卜

ｂ

ｑ

０
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46,732
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0．4 0.6
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4,913
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27
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54,297

530247

3.0 1.6

■
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1．5
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８
－
８

●

■

０
－
０

画
１
１
１
Ⅱ
Ｉ

５
６

●

ｐ

Ｏ
今
０

.⑱9.2）
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(88.6）

47,160

2.5

2.6

1．5

1.5

1．0

1.1

2．3

2.3

1.1

1.1

0．4

0.5

0．6

0．6

(9.1）

4,921

(9.6）

5,127

8．4

8．7

3.0

3.0

5.4

5.7

6.3

6．3

1.3

1.4

0．9

0．9

2.6

2.5

29

30

● →一 一一 .

|法定合礒
Ｆ
６
９
↓

l裁定合羅

単 独

簡 裁
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49,811
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Ｉ
Ｉ
９
０
凸
■
，

3.3

7.5

630 1 12.1
i
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1
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1．8
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1.5
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６
ゞ
５
－
４
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１
－
２
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〃
一
〃
－
２

２
－
２
４

３
－
５

７
－
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1.2
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1．1

1.0
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0．6 0.7
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１
－
６

●
缶
９

１
－
０

3．3

－－

0．6

0．4 0.4

(88.2）

44,598

(88.7）
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．.(65.4）
1,520

(38‘9）
245

(90.5)

42,427

(91.7）

4,631

2.6

2．7

テーュー

5．3

7.7

2.5

2.1

1.5

1;6

3.5

3.0

1.5

1.3

1.1

1．1

1.8

4.7

1.0

0.8

2.3

･2．3

3.2

4.6

2.3

2.1

1.1

1.2。

1.7

1.7

1.1

1．0

0.5
‐

0．6

0．6

1.0

0.5
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0．6

0.6
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1.3
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0．4

(9.9）

5,015

(9.3）
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(58.9）
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(7.9
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8.9
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8.0

6.2

3.0

3.3
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2.0

1.9

5.9
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口
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●■
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1.1

1.0

1.0
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と 間 開廷□ 中～30年）一地識

1

口

I

2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ ）内は終局人員に対する％である。
4平成30年は速報値である。

、

、

、

、一幸

年次

、△
、

、

、、

区分

~屯
、

終局人員 ~TE~EE1
１
ｂ
■
■
凸
■

受 理 か ら 終． 局 ま で

訓－－=6月
ー一 一一一一一一一口

2年以内 3年以内
3年を
超える

平均

審理
期間
(月）

均
廷
数

平
開
回
(回）

平．均
開廷

間隔
(月）

平成．21 年 650875
(8.5）
50619

(38.帥

25,583

(29.2）
19,205

(16.6）
10,934

(5.7）
3,724

(1,1)
703

(0.1)
62

(0.1)
45

2.9 、 2．5 1.2

22

23 57,968

－－－

(6.8）

4,248

（5.4）
3,137

(40.1）
25,184

(42.の
24,588

(29.4）
18,462

(28.6）

16,579

(16.3）
100216

(15.7）
． 9,102

(6.1）
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（6.1）
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（1.4）
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－－－~~(i3
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(0.1)
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(0.1）
. 、63

(0.0）
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(0.1)
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2.6

1.2
－

1.1
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56,734

52,229

(4.6）
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(3.8）
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(42.3）
.､23,992

（42.9）
･22,409

(28.9）
16,424

(28.1）
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（16.2）
9,204
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． (6.3）
3,562

(669）
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(1.4）
780

(1.6）
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(0.2)
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38

(0.1）
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一
羽
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1.386

（42.7）
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.___19,800
(39.0)
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隆成21年～30年）一簡蒻

l

《ロ

I

2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （・ ）内は終局人員に対する％である。
4平成30年は速報値である。

‐

､、己
己延亘

、

年次

公

、、

、

、、王
、

区分

L

、
、

、、

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で

1月以内 2月以内， 3月以内 6月以内 1年以内 2年以･内 3年以内
3年を

超える

平均

審理
期・ 間

(月）

平均
開廷
回．数

(回）

均
廷
隔

平
開
間
(月）

平成 21 年
－－－－－

22

10，715
－－●一一＝一一一

9,876

(8.3）
894

、‐

･(766）
753

(59.0）

6,320

(59.7）
5,892.

(23.1）

2,479

(22.9）
2,257

(7.9）
847

(7.9）
782

(1.4）
147

(1.7)
163

(0.2）
24

(0.3)
26

(0.0）
2

(0.0)
1

(0.D
2

(0.0)
2

2.0

2.1

2.1

2.2

1.0

1.0

23
－一一一一 一一ー－－－－■､一■申

24

25

宅一

26
－－一一一

27

28

29
己－－－－－寺一

30

9,142
℃ｰ‐． q乙争▲÷ユー甲一一

8,340

９
－
５
－
０
－
記

加
一
肥
一
弱
－
８

＆
一
Ｚ
↑
６
－
５

一
や
一

一
子

5,524

5,051

(6.7）
611

(6.1）
506

－一一一一

(8.2）
664

(4-5）
320

(4.1)
267

(4.0)
236

（4.8）
264

（4.4）
、 224

(62.3）
5,698

（62.2）

_.___54191_
（61.0）

－－
4,950
(61.1）

4,380

(59.5）
3･918

(60.⑲
3画535

ア ーケ

(58.6）
3,239

(57.0）
2.878

(21.7）
1i984

(22.1）
1D847

(21.6）
1,750

（24.3）

1,744

（26.6）
13753

(25.4）
1,488

（25.3）
1,398

（26.4）
1.333

(7.5）
688

(7,6）
635

(7.4）
602

(7.9）
568

（7.4）
486

~mm
466

一

(8.8）
486

(9.9）
499

(1.4）
130

(1.6）
137

(1.5）
119

(1.8）
128

唖
蝿
剛
115

(2.2）
122

(1.9）
， 98

(0.3）

25

（Oら2）

．19

（0.2）
・ 18

帥
０
－
鋤

ｕ
２
Ｑ

ｌ
↓
く
17

(0.3）
15

(0.2）
12

(0.3)
16

(0.①
3

(0.1)
5

(0.0)
3

(0.0)
2

－－－ ＝－－－

（0.0）
1

ー

(0.0)
3

一

(0.0)
3

－－－－

(0．0)
3

(0.0)
1

(0.⑩
1

(0.0)
2

‐ （0.1）
3

2.1

2.1

2.0

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

－

1．0
－寺一

1．0

1．0

1.0

－－

０
－
０

１
－
１

1.0

1.0



第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
●

（平成21年～30年）－地裁・簡裁

(注） 1実人員である。
2 ｢通訳翻訳人が付いた被告人」には，証人についでのみ通訳人(手話を含む｡ ):が付いた場合等
も含む｡． ． ．

3 ．平成30年は速報値である6

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
6 ●

（平成21年～30年)-地裁

mol LOU･［

指
／ 21 22 23 24 25 26 、27 28． 29 30

／年次 （平成)

(注） 1 平成21年を100とする指数である。

2（ ）内は実人員であり， ［ ］内は通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員の国籍数である。
3平成30年は速報値である。

-10-

地 裁

有罪人員

総 数

簡 裁

うち

通訳翻訳
人が付い
た外国人

ち
令

浄

フ

外国人
①凸

１
１
１

有罪人員

総 数

平成21年 64,540

ｑ

Ｊ

Ｏ

Ｐ

ｆ

ｏ

４

１

凸

■

4,992 3,975 10,193 167 79

22 61,585 4,288 3,254 9,386 166 73

23 56,843 3,492 2,568” 8,686 166， 70

24 55,667 3,265 2,363 7,927 159 81

25 51,177 3,090 2,197 7,330 145 64

26 51,389 3,153 2,312 6,842 137 68

27 53,120 3j470 2,632 6,255｡ 131 65

28 52,016 3,397 2,560 5,562 111 61

29 ､49,335 3,665 2,921 5,208 115 65

30 ・ 48,507 4，418 3,665 4,768 93 55



第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成26年～30年）－地裁・簡裁

(注） 1実人員である。

2被告人に通韻翻訳人が付いた外国人事件には,証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。
また，終局人員は有罪のほかに無罪，移送等により終局した人員を含む。したがって，本表における

『総数」は，第8表の「うち通訳翻駅人が付いた外国人」とば一致しない。
3平成30年は速報値である。

－11－
Ｉ

◆

平成26年 27

｜
ﾛ

’
28 29 30

総 数 2,383 2,714 2,654 3,030 3,757

中 国 語

北 京 語

広 東 語

台 湾 語

上 海 語

福 建 語

その他の中国語

829

801

13

4

2

1

8

887

867

8

3

4

ー

5

758

736

15

2

1

一

4

920

882

29

3

3

1

・ 2

1,203

1,153

37

6

2

2

3

ベ ト ナ ム 語 275 490 548 718 1,003

フィリピノ（タガログ）語 216

５
１
１
▲
■
■
Ｐ
ｊ
．
ｐ
ｒ

252 236 247 254

ポ・ルト．ガル． ､語 225

ｆ
ｌ
‐
１
１
Ｊ
■
■
６
Ｆ

221 242 216 216

英 語 167 ･197 ’ 174 190 209

タ イ 語 102 132
I

126 140 ･165

ス ペ イ ン 語 152 134 147 132 126

韓国 ・ 朝鮮・語 157 125 138 115 120

イン． ドネシア語 17 25 48 51 60

シ ン ノ、 ラ 語 25 32
●

17 28 ､58

ネパ －ル語 13

I

ﾄ

I
7 16 29 38

ロ シ ア 語 24 15 13 26 36

ト ル 。 語 15 16 25 39 36

モ ン ゴ ル語

I

81 19 19 23 32

ベルシ ャ 語 44 38 37 42 30

ミ ヤン ・マ－ 語 3 6 9 18 30

ウルド ウ－軍鹿ロ 21 13 17 14
I
l

q

23

フ ラ ンス 語 15 15 15

甘
■
Ⅱ
●
■
し
４
“
Ⅱ
Ｐ
ｐ
ｂ

15'41
L

ペ ン ガ・ル語 10 22 11 10 15

力 ンボジア語 2 ー 1 3 12

ド イ ･ツ 語 9 4

０
７
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
９
９
Ｆ

2
｡ ■

2 11

そ ・の、 他 60 58 56 52 65



一

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消入員 第11表刑瞬法332条にエる移送人員
r

(平成21年～30年）一簡裁(平成21年～30年）－地裁・簡裁

●

0

ｰ

画

1

(注） 1実人員である。

2 「自白人員』とは，法定合蟻事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，かつ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り， 「簡易公判手続決定（決定取消）人員』とは，当該年度に決定（決定取消）された人員で
ある。
3平成30年は速報値である。

(注） 1 実人員である。
2 (B)は，簡裁の法332条によ
・る移送人員とは一致しないが，統計
里は近似する。
3概数であり，平成30年は速報値
である。

､

､

、

年次

裁判所
一一●

区分

、

除卿
郷
洲

易
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ

地
一
簡
定
員

自

）

自白人員

(D) L
簡 裁

簡易公判手続
決定

人員

(E) ’ Ｉ
師
嶋
③

一
決
消１
－
Ｅ
ｌ
ｂ
％

Ｆ
－
Ｅ

％

平成21年

22

23

24

25

26

e一 一一 一一一一

27

28

29
■

ママ』 ■一一一一一

30

57,498

55,108

50,473

■ 6

49,168
一 ＝凸一一一一一一

44,663

45,095

46,869

45,677

． 43,263

42,672

478

332

173

195

113

39

一一一一一

166

218

166

～42

21

5

０

１

ｄ

０

６

Ｕ

０

９

１

０

１

６

丑

可

凸

日

‐

凸

９

０

１

１

１

‐

１

’

１

Ｊ

ｑ

“

０

１

８
６
●
↑
●

０

０

0.3 4

1

0.41
一一

0．3

４
０
６
弓
■
ｑ
４
４
ｐ
５
■
６

11

一▲－ー

16

0.1

－－－凸一

0.4

15

画 ■ －－－

2

0.5

0.4

12

一一一ｾｰ

4

0．1 9
℃

4.4

一→寺一一一寺一

1.5

2.3

5.6

14.2

･38.5

1.2

5.5

2.4

21.4

9,982 475

9,165

80473

7,704

382

207

－－▲▲一一

153

・ 7,125

6,653

60

一一■一一－ 一一

33

60076 20

5,403 19

h

ウ

5,031 1 2

4，6311 5
I

4.8

－－ 守 画角乞 早早

4．2

2.4

一 一一可一一一

2.0

0．8

－－ － 争一

0．5

0．3

0．4
ー ■ー一一 e

0.0

0.1'

1

3

1

2

I■■■

－－写寺

ー

1■■■

q■■■

い一幸b－や－

ー

1も

0

0.8

･0.5

－一上 －－手

1.3

0.0

■－L－

一
口

一一ヨーー

q■■

一
日

ー＝

20

、

、

､

区分

、

、
、

年次 、

(簡鋤

終局人員

(A)

(地裁）

法332条

による

受理人員

(B)

Ｂ
一
Ａ

％

平成 21年
一一

22

23

10,715

9,876

961錘

78

91

97

0.73

0.92

1.06

24 8,340 90 1．08

25

－－1 二一－一

26

8,109

7,165

88

69

1.09

0.96

７
８
２
２

60590

5,856

76

65

1.15

1.11

29 50524 91 1.65

30 58051 92 1.82



第12表即決裁判手続により審判が行われた人員

『

（

(注） 1
2

実人員である｡・

平成30年は速報値である。

－13－

裁
判
所

終局人員
即決裁判手続の
申立てのあった
人員

一－一一一－－－－

うち
即決裁判手続に
より審判する旨
の決定のあった
人員

うち
即決裁判手続に
より審判する旨
の決定が取り消
された人員

地
裁

’

l

I

I

平成21年

22

23

25 ！
#

?

！

65,875

62,840

57,968

56,734

52,229
【 I

一

中
‐
－
６
１
０
Ｆ

30

I

Ｊ

ｊ

０

４

０

１

１

４

b

l 8

－

49,811

4,086 4,069 36

2,953 2,932 18

1,887 1,875
●

6

1,397 1,391 2

850 841 3

747 743 ・ 2

550 547
I

1

370 マ

タタ 368 2

678

９
８
０
■
０
ウ
ム
ｐ
ｌ
０
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
９
卜

657 3

326

1 -
1

’ 315 I■■■

簡
裁

{

’

平成21年

｜ 22

F－百F
I

24

25

1 26

27
ﾄ

’
’

｜
I

I
l
リ

；

I
i

0
宮－－－

10,715

一一

9,876

9,142

8,340

8,109

7,165

6,590

28 5，856
－－一一一一一~-.-一一一一一一

l
ウ

I

29 ｜

＊

↓ （

5,524

447 “2

4

０
■
１
９
４
凸
■
■
５
回

5

345 344 2

229 228 I■■■b

､157 156 1

84

ｑ

Ｉ

Ｉ

Ｊ

甲

４

■

甲

１

■

■

■

■

ヨ

Ⅱ

Ｔ

ｂ

■

84 ー

56 56
一

22 22 一

17 4■■■17

69
一

■

ｆ

６

ｐ

■

！

８

■

Ｐ

Ⅱ

６

９

69

33 33

日
０
町
１
６
■
日
■
■
■
日
０
白
日
１
１
６
■
０
▽

1



第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成21年～30年）一地裁・簡裁

(注） 1

2

3

実人員である｡、

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。

平成30年は速報値である。

（

－14－

総 数

判決
人員

控訴申
立人員

控訴率
(％）

地 ､裁

判決
人員

控訴申
立人員

控訴率
(％）

簡 裁

判決
人員

控訴申
立人員

控訴率
(％）

平成21年 74;818 7,194 9.6 64,608 6,649 10.3 10,210 545 5.3

22 71,061 6,813 9.6 61,665 6,368 10.3 ､9,396 445 4.7

23 65,618 6,713 10.2 56,922 6,280
U

●

11.0 8,696 433 5.0

24 63,684 6,724 10.6 55,750 6,372 11.4 7,934 352 4.4

25 59,055 6,518 11.0 51,291 6,150 12.0 7,764 368 4.7

26 58,355 10.8

■
Ｂ
０
１
０
６
Ｕ
・
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｄ
ｊ
Ｐ
ｌ
■
Ｉ
０
Ｊ
９
ｌ

6,331 51,498 6,002
●

11.7 6,857 329

■
Ｐ
Ｉ
Ｏ
Ⅱ
７
９
０
甲
↓
Ｉ
Ｉ
Ｊ

4．8

27 59,458 6,423 10.8 53,,9, I
１
１

6,108

９
■
９
９
↓
中

’
11.5 6,267 315 5.0

28 57,691 6,541 11.3 52,121
０
９
■
０
■
５
口
９
■
０
日
日
。
■
。
？
■

6,262 12.0 5,570 279 5.0

29 54,662 6,282

ｇ
ｏ
ｌ
ｒ
６
ｆ
。
‐
↓
Ｌ
０
口
ｂ
■
司
り
〃

11.5 49,446 5,992 12．1 5,216 290 5.6

30． 53,386
I
ｉ
１
１

6,080 11.4 48,612 5.8261
｝

12.0 4,774 254

l
a

ｒ

ｊ

ｄ

Ｉ

！

5.3



一

第14表犯罪被害者保畷関連法に基づく賭制度の実施状況 (平鯉1年～30年）－高・地・簡裁絶歓

０
》
ｍ
Ｏ

ー～ T ＝一一一▼ 一寺

Z宛凧掘看等の砲…の保碩を因るための刑＝醜に付酎る措匠に国施睦律及び侭合他律文銀瞳の一卸錘正する怯律(平…年洩律餌羽射により｡民な上の争い侭ついての
脚癖極甲鎮に鑓ける狗卿の規定感『墾卵被害鋸短め弟胞条8項又は8項』から『瓢界依有看係硬法第19畳1頂又睡衷』に改められた(平…午13月1日施行)．
3「壁埠秘鼬.『錘蘭求』及び『弁頂人等同…』(平成28年12月1日施行)の教憧腱訟､で賎蟹直事件の終局日を遍隼lこ計上唾b,ろ．
4附輸い』.『遮へい』‘ 『ピヂｵﾘﾝｸ(僻内】』,『礎考9厘A． 『意見陳途』,r被害宕等閲鷺固写』及び『和細の数mこついては.平”年までは筏定埠がなされた日を韮画こ針上していた
鋲.平成”年以鋒は当咳本件の純局日を甚軍腱計上している(なお.“28年以煎に筏定停がなされ平成29年に事件力幾局じたものについてIま.決定竿がなされた日を逓醐こ計上して卜､る.】、
この叶上乙隼日の変叉により,平成”竿の数値は一時的に”することとなるので留彦されたい．

…1年

高･地･筋哉

合0＋

…2年

高･地･簡哉

合叶

平…年’

高・

平成刺年

高･地･筒鍵

合計

…5年

高・

平…竿

高'地･飾舷

合計

…7年

富･地･簡裁

合計

平錘年

高o地･田鯉

舎針

瀞
商･地･簡戴
合叶

平“鐸

高･地･面鯉

合叶

鍵敢

■･増･■裁

合叶
付
、
い

鉦人日問の原腱付輯いの相鹸が摂られた圧入の数
一一一一一・一一■■ ‐ ｡－ ＝■=L一一 凸 "■ーー一－－－ー一一

窓見圃迩の庫に付愚いの槽廊が鶴られた露看毎の数

79

44

102

醜

皿6

39

IZ1

“

119

41

11Z

・76

141

79

l記

71

T8

ｂ
ａ
ｎ
一

一
■
画

140

“

1.1町

616

連
へ

も、

虹』色mの画F幸一Lも命旦三コ台…乞争た壺且由塞

童曳唾迩の際に遼一"柑匠が採られた検客者導の＆

1”4

】鰯

12露

1通

l目17

1雪

1075T

MO

1.浦Z

151

1.“1

198

1昌鈎

214

】.“

209

1.】05

194

1.“

羽0

ピ
デ
オ
リ
ン
ク

獅
内

樽
外

鉾
褐

ピ蒜ﾘﾝｸ方麺甦る狂人与屍が行わ
『 - △ 、一一■ ■ ■今一■一一■

lうち･達へ､切捻■澤らmた

|うち
一
ク
ー
ン
一

刻

一
》

血た睡人の飲

妊人の教
－－－一

尋問及び供述並び腱その状呪奄記陣聴体に記砥した正人の教

毒醒史吾室且幽遼が行われた彼省君導の歎

一■⑤ー■一一一一一

属-京姦扉馬哀…－－－－－~~一
ピヂｵﾘﾝｸ方式による睡人与問力崎われた睡人の政

|秀一毒雨扇面蕊孟諒颪
－－ワ ロ ■・ケー｡

ゅ一一一一一一÷一 宇 ﾜ ｰ･ﾛ ●一. b今 一一一一勺

ヒグ毎万〆診”夢咄ﾛｰ包心沌秤－1Jg夕司り犀声画む好鞍夕舜
〆一p▽－－－－－q■■■■■ﾛ－－－－ー~一ー一－一一P一 △.▲一

|うち遼へ､､吻柑■が探られた被害寺等の数 ．
“繊体がその－毎鍵ｵ唾飼養が取り餌…紋 ．

薮
一一一一戸一寸

216

8

ョ号今 ▲← 子 一手一一

11

10

‐

251

輯

”

17

、
、
、

、
、

、
、

Z

、率

型

18

】5

1

288

2M

52
”

0

21

Z1

■■

2祠

狸5

51

】0

10

1

麹

詞Z

銅

8

8

】

麹

罰

65

Q食

8

Z

卯3

麺

47

6

6

ー

麺

－

蝿
一
町

２
－

6

6

＝

｡“

記1

81

9

8

15

一一一

的
－
８

ー

■■

2

亀ね。
~

a必53

－

494

－－

皿7

15

10

8

1■■

一

9

傭
翰
保
国

敏
寄
を
秘
國

圧
入
等
秘
匿

鯉
定
職
末

罷考特定事坂を閥錘煙'たい宙の検定をし錘呑むの紋

刑蹄控第”0条の2第1項の

一一一一一一一一一一一一一◇ － 一一＝←一一一一一 －－－－

竣定“傘b迄ととした桟…歎

技客寺韓蓉項を明らかに陸いBの快定な取り澗した柱容零の敏

四“唾項を明らかに吃い曾の快定をした狂人等の詮
一一一一■心一画一一一一一一←－÷一一一一一■一→=一一→一 二一－－3

爾堺曲節zB唾の3第ﾕ項の決睡しないこ“した庭人埠の徹

唾人惇特定事項を閥らかにしない旨の快定を取り糊した狂煙の戴

刑蒔趨第空9条の5露1項の取嗣快定をLた睡等の欧 ・
一一一｡‐一一一一一一－－－も 一一■一一凸－申一一一凸申一一七

｜うち刑箭洩宛2”桑の躯2項の粂罹付し又は坤鯛等の柑定をした狂人尋の政
▲

刑解法鰯2”条の6第1項吻繭求魯却下した狂人等の散

3849
一一■一一一

”
－▲■ 己b 可 r ① ヨ キーL一一寺

Ⅱ

、鴎
、
、

、、
、

、_

、

、、

、、、
、

、

、

、
、

負、

－

3．8副

酷

1マ

、
、

、

、

、

、

3”
一一一一 一一

62

】3

、、、
、

、
、

、
、

、

、

、
、｡

、｡、

4律7コ
÷一一~一一一

64

8

4.0”

84

16

一
両
５

８師軋

一
Ｐ

マ
ー
、
、

S趣2

42

4

3”6

駒

7

4

‐

＝

‐

一
一
一

SD36B

11

’3

116

3

1■■

．

1

一

－－

》
一
訂

．

W4

･3

ー

@

4

4

ﾕ8.9画

－

趣
一
両

錫4

6

一

7

－

５
－
４

念
見
陳
述

公卿期日に心繍そ砂地の念凡を陳述Lた柱客者等の畝
－

愈凡陳述に代えて意見を記値した害因を笹出させることと

ー一一一一一

した彼客麺の敦

一一マー＝一一

冠見陳述をさ1鉱し&ことと1垂枚寄者等の数 ． ．

l◆皿9

4”

no

L1”

罰

8

1.Ⅱ“

託1

卿

】･鱈T

§17

19

1.1Tl

”

lT

L･】何

⑤5

、 21

1ユ的

616

1T

10181

816

羽

LD72

6調

48

1.1画

魂8

42

11β両

S'6弱

理1

銭
客
君
等
同
党
殴
写

彼客秒呼に公制題の関”写をさせた欲

捻客呑等睦判唾の園唾写缶さ1tなかった敵
一一一一一一一

岡田余罪の”肴辱に公判鹿録の関”写産させた敏

問鑑緑の露肴等に公判記峰の関”写をさせなかった欲

咽組

15
－

．ｺ5

I

1,175

32

帥

7

Ⅱ呂祀

1コ

33

6

1β31

錘

43

I

M的

一一▲

21
－

18

1

10“8

12

配

4

1細’

”

38

1

14鰐

9

44

5

L254

6

16

2

10湖1

14

18

1

1306関

－

哩
一
軸

一

”
●

弁
寅
人
椰
困
鷺
屈
率

刑訴檀第調9条の6第ﾕ項の錨謝し又…等の耐定の対象雄った唾人鄭の数

痢蘇源凋冨雨玉而函扇Z可而岡画家あ預正豆蔵蕃在曹符r百rてほ耳蘭W…軒蔀正亜蓉庵
圧人樗の世

_lうち閲”電池の率と錘？た狂人鱒の救 一
刑恥用”9条“第3項の閲唾止又は朗疎拒絶の対象となった狂人嫁の政

一ーｰ－－－

ー

一
戸
一

ー

Z

一

ｰ

‐

1コ

ー

‐

ー

16

‐

ー

‐

和。

解

紐…零噸法、9象第1項又は錦2項に“申立てに係る合迩を公判圓魯に垂艮嘩敏

u””忘画U無QrdZ5唖4夢転両呂｡唖氏『圭■､シ幽配今容司pzL，~弄画ロ昼已空7．J－戸ｰ且嘩画ー▼、F尾堅

I･鈴

“

■■

34

ー

釦

ー

38

ー

詞

■

詞

一

17

ー

詞

‐

麺

q■

囮

ー

狸I

ー

合 8サ 805泡 8β32 8.錘7 9.”8 9.874 9打61 9脚4 9J” 8.1漣 9410 虎0砲5



第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）
(平成30年）一地・簡裁総数

(注） エ 「綻局人員数jは，終局した被告人の人員数であり，実人員である．

2卵名は，有罪の掛合は処断罪名,無罪その他の泌合は終局時において当骸事件について掲げられている勝因の罪名の

うち．法定刑が量も重いものであるため．被害者参加閥度の対象罪名とは異なる場合がある．

3被智者等の数は，延べ人員である．

4 『 （準）強制性交等jには，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦及び築団（準）強姦を含む．

5 「 （準）強刷性交等致死燭jには，平成29年法律第72号による改正前の（筆）強姦致死傷及び築団（率）

強姦致死侭を含む．

6 ．『危険運転致侭」及び「危険運転致死』は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む．

7 「過失運転致侭j及び「過失運転致死】は,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失

傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む．

8 『強迩・弦制性交等」には，平成29年法律第72号による改正前の強褒強姦を含む．

9連稲伍である．

千の

3平成30年は速報値である．

翁局人

員数

参加を申
し出た被
害者等

「~_一
I

|うち参加

鰐。
れた被害
者等

0

1

1

うち弁塵
士委託の
届出解
あった被
害者導

うち国選
弁瞳士
への委庇
がさｵ唯

被害者
等

うち証人

等

うち被告

者等

うち刑解
法316条
の38の

憲見陳
述をした

被害者
等

うち刑解
法292条
の2の意

見陳述を
した被害
者等

うち付添
いの措侭
が採られ

た被害者
等

者羅
等

総数 1,022 10490 1,486 11184 6⑲ 221 605 698 1,074 149 362

(準)強制わいせつ 121 157 157 139 115 26 57 80 124 38 86

(単)強制わいせつ致死傷 鍵 35 35 32 30 、 3 10 19 26 9 ・ 24

監瞳者わいせつ ． 3 4 4 4 4 1■■ 1 3 4 1■■ 1

(準)強剖性交等 ワロ73 1，1101 ml101 . ｡I
ロユ

R昂
凹曹

1｡
凸草

nq
＝苧

月月･II
マー

HO 29 63

(準)強別性交等雪傷 28 36 ・36 34 32 9 17 27 32 8 ・ 20

監薩者性交等 9 11 11 11 10 一 5 7 7 1
■

6

特別公務員暴行陵虐致死傷 1 1 1 1 1 一 1■■ 1 1 ■■■ ｰ

殺人 ． 92 150 1釦 131 89 30 69 80 102 27 72

自殺関与及び同意殺人 2 3 3 3 3 3 3 2 3 ー ｡ ■■■

傷害 105 115 114 108 70 19 48 60 69 11 ？ 29
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業務上過失笛審 1 1 1 エ ー 1 ． ’
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第16表刑事損害賠償命令亭件の処理状況

（平成20年12月～30年）一地裁

件歓建てである．

平成20年はいずれも計上はなかった．

平成30年は速報値である． ．

(注） ユ

2

3

第17表刑密損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

(平成20年12月～30年)一地裁

(注）ユ件数建てである．

、2 ．｢決定．その他jは, ,民所法’4’条の軍用により‘決定で申立てが却下された場合などである．

3 「その他jは,犯罪被害肴保硬法25条(平成25年法律第33号による改正前の同条19条を含む. ）により終周したもの，当事者の死亡等にも
かかわらず，その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである．

4 『却下・27Ll項1号』は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保塵法21条1項1号， 『却下・27R1項2号」は同改正前の同法21条1項

2号， 「却下・27条1項3号」は同改正前の同法21条1項3号， 『却下･27条1項4号」は同改正前の同法21条顕4号， 「終了・38条1項」は同改正
前の同法32条1唖「終丁.38条2項1号jは同改正前の同法32条2項1号，職丁･38条2項2号』は同改正前の同法32条2項3号により盤局した．
ものを含む．

5平成20年はいずれも計上はなかった．

6平成30年は速報随である．

－17－

蒜受 既済 未済

平成21年 214 162 52

22 251 239 64

23 230 237 57

24 258 2錨 69

25 303 312 60

26 287 264 83

27 320 307 96

28 301 3蝿 91

29

30

314

2”

295

309

一r一

110
－

90

総数 2,7師 20677 772

終局件数 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

総数 2,677 162 239 237 246 312 264 307 306 295 309

露容･決定書 1,201 69 121 128 123 149 114 123 ・ 98 138 138

閉容 口頭告知 33 2 4 2 7 2 4 4 1 4 3
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第18表逮捕状の請求と発付等
(昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）－簡裁・地裁

（

(注） 1
2

延べ人員である。

平成30年は速報値である。

－18－

亀
、
、
裁
判
所

、
、

区分

、
､
年次 、

、

通 常

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(c)

Ｂ
ｌ
Ａ

％
6

％

Ｃ＋
Ａ
Ｂ

緊 急

請求’
1

(D) ’

発付 却下

(E)

Ｅ
－
Ｄ

％

総

昭和55．年

60

平成2年

7

12

17
－－

1

22
数トー皇L

凸
■
■
Ｏ
ｌ
ｆ
ｉ
ｅ

30

127,743

132,353

96,759
も

93,704

115,484

129,140

101,007

92,880

94,175

90,213

86,343

84,110

127,401

131,928

96,472

93,356

114,933

128,296

99,915

91,548

92,766

88,806

85,100

､82,884

94

76

50

36

38

33

37

30

36

19

31

32

248

■
■
■
ｐ
１

４
Ｈ
Ｊ
，

0.07
ー

349 ’ 0.06

237 0.05

312 0.04

513 0.03

811 0.03

1,055 0.04

1,302 0.03

1,373 0.04

1,388 0.02

1,212 0.04

1,194 0.04

0.27

0.32

0.30

0.37

0.48

0.65

1.08

1.43

1.50

1.56

1..44

1.46

19,199

19,437

14,813

16,731

20,156

15,797

L0,008

8,048

8,140

7,660

7,“6

7,353

19,174

19,417

14,804

16,719

20,134

15,774

9,980

.8,021

8,114

7,625

7,422

7,328

25

20

9

12

22

23

28

27

26

35

24

25

0.13

0.10

0.06

、 0．07

0.11

0.15

0.28

0.34

0.32

0.46

0.32

0.34

簡

裁

》
’

－

I

60

平成2年

7

12

17

22

26

27

102,282 102,062

109,497 109,160

80,899 80,719

?8,589 78,350

93,248 92,816

103,582 102,912

82,101 81,224

76,657 75ｹ586

78,8801 77,685

75,0261 73,831
リ

72,053
↑

Ｉ 71,056

69,809
！

I 68,848
I
i

54 166

45 292

29 151

23 216

17 415

17 653

20 857

6
19 1,052

20 1,175

16 1,179

27 970

28 933 ｜
’

0 0.05. 0.22

0.04 0．31

0．04 0.22

0.03 0.30

0602 0.46

0.02 0.65

0.02 1.07

0.02 1.40

0．03 1.51

0.02 1.59

0.04 1.38

0.04 I
ﾔ
、

1.38

11,958 11,949

12,635
１

12,623

9,555 9,550

9,552 9,546

10,179 10,169

8,631 8,62.1
缶 ｡

6,679 6,662

5,433 5,417

5,610 5,595

5,142 5,118

4,899 4,887

4,796 4,784

9 0.08

､12
1

1
0.09

5 0.05

6 0.06

10 0.10

10 0.12

17 0.25

16 0.29

15 0.27

24 ﾘ 0.47

12 0.24

12 0.25

地
裁

昭和55年

60

平成2年

－÷

７
－
狸

17

－ －

22

26

27

28

29

30

25;461 1 25,339 ’
1

22,856 22,768

15,860

４

４

Ｊ

も

り

’

十

Ｉ

Ｉ

１

４

15,753

15,115
一一守

22,236

15,006

22,1171

25,558
1
1 25,384

１
０
巳
■
■
Ｐ
仏
０
９
６
，

18,9061 18,691

16,223
l
I

0

1
15,962

15,295 15,081

６
Ｂ
Ｈ
Ｐ
・
Ｉ
Ⅱ
巳
７
８

６
Ｂ
Ｈ
Ｐ
・
Ｉ
Ⅱ
巳
７
８

15,187 14,975

14,290 14,044

14,301
１
１ 14,036

40

31

21

13

21

16

17

11

16

3．

4

4

82

57

86

96

98

158

198

250

198

209

242

261

0.16 1 0．48

0.14 0.39

0.13 0．67

0.09 0.72

0,09 0.54

0.06 0.68

0.09 1.14

0.07 1・61

0.10 1.40

0.02 1.40

0.03 1.72

0.03 1.85

Ｏ
Ｌ

7,241

6,802

5,258

7,179
■

9,977

7,166

3,329

2,615

2,530

2,518

2,547

2,557

7,225 16

6,794 8

5,254 4

7,173 6

9,965 12

7,153 13

3,318 11

2,604 11

2,519 ｒ
ｌ
ｌ

11

2,507 11

2,535 12

2,544 13

0.22

0,12

0,08

0.08

0．12

0.18

0.33

0.42

0.43

0.44

0.47

0.51



～

第19表差押・記録命令付差押・捜索（許可）状・検証許可状の請求と発付等 （昭和55, 60年j平成2, 7,12, 17, 22, 26～30年)-簡裁・地裁

Ｉ
料
。
Ｉ

1陸ノ 上灌つ、ノ、昼どの包回

2 。 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3平成30年は速報値である。

､､識判所
q－

、冬分
年次、

総 数
一
付
一
発一一
癖
㈹ ’ 1

▲一半一一

B
－

A
％

簡 裁

爾求丁尭〃
(D) !

■ ’ ％

一
Ｆ＋
Ｄ

－
Ｅ

％

ー

地 裁

’
一一 マ ＝－■

Ｈ
－
Ｇ

％

H+I
－

G
％

昭和55年

60

平成2年

7

12

→一丁一一一 ▲－

17

一 一一一

22

26

＝一一一古

27

28

一一一→一一一一29

● 凸L－－』一一一一

30

89.747

･111,631

114,381
寺 ●

155,129

183,129

一－二▲上ユーーや 守 一 ■＝

207,542

223,557

一一今一一→

239,015

一- ウーーー

250,179

247,787

245,878

一コ一▲一口－－

252,974

(6)
89,235

(4)

1100681

113,168

~－:~耐
153,120

ｰ一一一守一

(3)

181,014

204,983

(6)

219,516

(8)
234,076

←一一一一一一一一

(4)

244,755

(5)
242,119

(6)

240,197

(4)

247,712

152

190

212

一一■一一一

120

76

45

43

115

凸令 ■一一一

108

48

56

－－一

103

360

夕

760

1,001

1,889

2,039

2,514

3,998

－凸一一①邑一

4,824

q ■＝r－｡－

5,316

5,620

5,625

■
一

5,159

0.17

0.17

0.19

0.08

0.04

0.02

0.02

酉一一一一一

0．05

一一●■ L一一

0.04

0.02

0.02

O;04

0.57

0.85

1.06

－－一一一

1.30

－－－－一ぬ

1.15

1.23

1.81

2．07

一■ 一一司一■一一

2.・17

2.29

2.31

2.08

67,958

89,718

91,505

■勺一一一一争ﾆ →一

124,記3

一一一一一一一一一

“3,卯3

→÷今一一 P一一

1674050

188,420

一面守÷画 ■ ママや

206,566

一一一一己 F▲一一

216,㈹8

212,800

－甲 ヰ ーー÷一A→

2120050

217,979

(1)

67,667

一一一一一一

89,039

90,718

122,898

一一寺 一一 マ ーーq争一幸

142,415

一 ■ 寺一一一二一一一

165,077

ー｡一一一 一一一一一一

(1)

185,049

(3)

202,439

p一凸 一』－

211,444

･207,951

△ 一一一一

207,324

213,480

63

102

－■

104

､78

42

18

24

91

59

一一司 申 ▲

-35

49

84

228

577

一一一一

683

1,307

1,446

1,955

3,347

4,036

● ＝

4,505

一一坤曲一

4,814

4,677

4,415

0．09

0.11

0.11

■－▲①一二 訂一一一

0.06

－－－－ 一= 一旬

0.03

ユー→－~－＝

U~

0．01

0．01

0.04

0.03

0.02

一ｰﾆ ﾏ凸 ③ ママー

0．02

0．04

0.43

0.76

0.86

ｰ- --

1．11

■ 今 ロロマ ロー

1.03

1．18

○一←→ T一

1.79

2．00

一一一

2．11

2.28

2．23

2.06

21,789

21,913

一可～－一一一

22,876

30,846

39,226

40,492

－

35,137

32,449

34,171

34,987

33,828

34,995

(5)
21;568

一一ー一 ＝ 一一一

(⑲

21,642

22,450

． （1）

30,222

． ． （刀
､ 38,599

3噸06

(帥

34,467

(5)

31,637

④

33,311

(5)

34,168

⑥

32,873

(⑲
34,232

89

88

畔一一=一一

108

42

34

－－

27

19

24

－－－

49

13

7

19

132

183

318

582

－凸 一

593

559

651

788

811

806

948

744

0.41

0.40

－

0.47

0.14

0.09

－■ ＝＝▲

0.07

0.05

0.07

･0．14

0．04

0.02

0．05

1．01

－寺一

1.24

1.86

2．02

1.60

145

1.91

2.50

2.52

2.34

2.82

一■－

2.18



第20表勾留舗求と勾留状の発付等
<昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）一簡裁・地裁

ｌ
函
。
’

2 （ ）内は職權により発付された人員で外数である。
3平成30年は速報値である。

、惑判所
、

年次

区分
、

、

、

総
Ｔ
ｌ
ｌ
ｌ

数
一一一L‐

｜
Ｂ
－
Ａ
％

Ｃ＋
Ａ
％

Ｂ
発付

簡 裁

却下

(E)

取下げ

(F)

Ｅ
－
Ｄ

％

E+F
－

，

％

地 裁

■ ■請求

(G)

発付 却下

(H)

取下げ

(1)

Ｈ
ｌ
Ｇ

％
、

Ｉ＋

Ｇ

Ｈ

％

昭和55年

←－申士一一一一60

平成2年

7

一－－－

12

17

－－－も＝や一一可一一

22

26

一一や一＝一一一二一一

27

28

一一拍一一一一▲一一一一一

29

､93,291

ー一一一一

103,753

76,914

90,977

122,916

152,“5

123,289

115,332

－－争争二一一一

115,888

111,391

－－－－一■

107,267

(5,298）
92,362

(5,692）
103,344

(3,826）

76,525

(4,076）
90,664

(5,585）

122,354

(5,199）
151,720

(3,281）
121,634

(2,665）
112,193

＝ r一一一一

(3,128）
111,979

(2,464）
106,995

一一一一一一

(2,534）
101,993

899

一一今一一一

388

378

287

549

711

1,648

3,127

3,891

一一一一

4,394

一一一P－－

5,268

30

－－－－

21

.11

26

13

14

一…b-－

7

12

18

2

~■＝マーー－－

6

0.96
台

一一一■－－

0.37

0.49

0.32

0.45

0.47

1.34

2.71

3.36

一 P■坐一一一一一

3.94

4.91

1.00

一

0．39

0．51

0.34

0.46

0.48

1.34

2.72

3.37

3.95

4.92

47,789

52,275

一守－－

42,700

一一■‐ロ

47,168

62,533

78,690

75,833

70,761

70,604

66,592

63,591

(789）
47,554

(723）
52,154

っ

(53の
42,614

戸 L ▲ b 巳 一一一画

(435）

47,092

一一▼F 号■← ←一己

(561）

62,427

(517）
78,548

－＝一一

(330）

75,“5

－－｡－

{166)

69,887

－－－一一

(201）
69,538

(142）
65,222

(1

62,035

219

108

76

66

94

133

384

863

ー■一 十一■ 一一一一

15053

1,369

1,551

16

13

10

10

12

9

4

11

13

1

5

0.46

0.21

凸 →守 ●－←一面

0618

一一一一子一 ■=

0．14

0.15

0.17

一－一

0.51

1.22

1.49

2.06

2.44

0.49

0．23

0．20

0.16

0.17

0.18

－

.0．51

1.24

1．51

2．06

2.45

45,502

51,478

－－－■

214

－君寺一■

43,809

60,383

73,755

47,456

44,571

45,284

44,799

43,676

(4,509)
44,808

(41969)

51,190

(3,292）
33,911.

ー一一一一

(3,641）
43,572

(5,024)
59,927

一一一一△－－

(4,682）
73,172

(2,951）

46,189

(2,499）
42,306

(2.927）
42,441

(2,322）
41,773

(2,383）
39,958

680

280

302

－つ ■－－■

221

455

－ご ＝－

578

1,264

2,264

2β38

3,025

3,7町

14

8

1

－r d－－÷

16

1

5

3

1

5

1

1

1.49

0．54

－0.88

0.50

0.75

0.78

2.66

5.08

6.27

6.75

’

8.51

1.53

－－

0.56

0.89

一一マ マ一一輻

0.54

－＝

0.76

－■一＝一

0.79

2．67

－

5．08

6.28

6．75

■一口－

8．51

30 104,720
(2,345）
98,5“ 6,169 7 5.89 5.90 59,827

(121）
57,900 1,921 6 3.21 3.22 44,893 4,248 1 9.46 9.46



第21表通常第一審における勾留，保釈請求，保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12，． 17， 22， 26～30年）－簡裁・地裁

(注） 1延べ人員である。

2 「勾留状が発付された人員」とは,第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後,終局前に新たi
勾留状が発付された人員をいう。

3 ．保釈が鯖求された人員には，同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があったときはその都度1人として計一

した。 、

4勾留率は,､新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
5保釈率は｡勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが;統計上は近似する。
6保釈許可率は，保釈が舗求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
7平成30年は速報値である。

－21－

新受人員

(A)

その年中
に勾留状
が発.付さ
れた人員

(B)

その年中
に保釈が
請求され

た人員

(C)

その年中に
保釈が許可
された人・員

終局前(D) 終局後(E)

勾.留率

Ｂ
一
Ａ

％

保 釈
請求率

Ｃ
ｌ
Ｂ

％

保釈率

Ｄ
－
Ｂ

％

保 釈
鮮可率

Ｅ＋
Ｃ
Ｄ

％

総
数

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

26

27

28

29

30

115,911

115 899

79 850

84 028

109 728

130 221

98 551

81 470

83 387

78 891

75 511

75 225

57,683 39,598

61,693 29 301

43,922 20 814

50 850 17 501

67 906 18 292

82 798 19 539

65 125 20 809

54 670

‐
８
８

１
４
１
■
Ⅱ
守

21 544

55 440 22812

51 279 23 918

48 614 23 294

47 107 22 520

19

14

11

8

8

10

11

12

14

15

15

15

150

224

008

958

831

396

741

683

233

018

230

329

1,716

859

640

374

282

310

477

693

802

1,127

1,360

1,464

49.8

53.2

55.0

60.5

61.9

63.6

66.1

67.1

66.5

65.0

64.4

62.6

68.6

47.5

47.4

34.4

26.9

23.6

32.0

39.4

41.1

46.6
の

47‘9

47j8

33.2 52.7

23.1 51,5

25.1 56.0

17.6 53.3

13.0 49.8

12.6 54.8

18.0 58.7

23.2 62.1

25.7 65.9

29.3 67.5

31.3 71.2

32.5 74.6

簡
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

26

27

28

29

30

26

24

16

14

15

18

12

8

7

6

6

6

923 13

958 12

087 9

884 8

587 9

491 11

164 8

694 5

821 4

991 4

681 3

197 2

248 4

996 3

067 2

947 1

621 1

246 1

210 1

482 1

859 1

034 1

827 1

650 1

830

237

148

623

282

345

257.

276

379

295

233

122

2 422

1 657

1 292

899

722

･759

661

703

716

682

678

515

49

46

18

10

ー

5

3

4

10

10

24

7

49.2 36.5

52.1 24.9.

56.4 23.7

60.1 18.1

61.7 13.3

60.8 12.0

67.5 15.3

63.1 23．3

62.1 28.4

■
ｄ
１
ｌ
ｇ
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■ｐ

■
ｄ
１
ｌ
ｇ
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■ｐ

57.7 32.1
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
８
ｌ
ｌ
ｐ
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第22表準抗告事件の処理状況 （平成21年～30年）一地裁

ダ

(注） 延べ人員であり，平成30年の数値は速報値である。
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地 裁

新受人員
原裁判又は原処分
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『その他」は；入院・通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項,法56条2項及び61条2項）のほか,移送や鮫下げである。
平成30年の数値は速報値である。
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